


○ ビジネスプラン作成セミナー　参加事業所の一覧

≪第１回≫

事業所名 主な業務内容 課　　題

楽読茨木スクール 楽しく、楽に速く読める「楽読」を指導する速読教室の運営 楽読の認知度向上

肥田電器株式会社 プラスチック製品の製造、組立、販売 自社企画商品の生産プロセス改善

ガーデンテラスライオン 飲食店経営 サッポロビールに親しんでもらえる事業の展開

株式会社ガンバ大阪 プロサッカー興行 若年層（大学生・20代）の集客

≪第２回≫

事業所名 主な業務内容 課　　題

肥田電器株式会社 プラスチック製品の製造、組立、販売 自社企画商品の営業プロセス改善

写真屋ＡＢＣ南茨木店 写真小売業 写真プリントの価値が伝わる事業の展開

大和運送株式会社 一般貨物自動車運送事業 少子高齢化による労働力不足の解消

株式会社ワイルドフィット スポーツ関連用品（トレーニング用品、サプリメント等）の通信販売 通信販売でのマーケティング活動



ビジネスプラン作成セミナー アンケート結果（第２回：学生） 

 

① セミナーを知ったきっかけ 

広報いばらき 市ホームページ チラシ 先生・友人紹介 

０件 ０件 ３件（大学） ６件 

 

② 参加したきっかけ（複数可） 

起業や経営に興味 事業者交流に興味 授業・就活に役立つ 地元企業に貢献 

５件 ４件 ５件 ０件 

 

③ 開催時期・時間について 

≪時期≫  

良い 悪い 

８件 １件 

 

≪時間≫ 

長い ちょうど良い 短い 

０件 ９件 ０件 

 

④ セミナーについての意見・感想 

≪カリキュラム（内容や難易度）について≫ 

・実際の企業の問題を考えられて良かった。数字を扱ったり、もっと本格的  

なセミナーならもっと良かったと思います。 

・内容は良かったと思います。難易度はちょっと難しかった気がします。初級

編とか発展編とかあってもいいと思いました。 等 

 

≪事業者や学生同士の交流について≫ 

 ・大人と学生がもっとしゃべれるといいと思いました。 

 ・他大学やその他の関係者の方と普段関わる機会がなかったので、とても良

い経験となりました。 

 ・実際にプランを作成したことで、企画者になりたいと思いました。 等 

 

≪その他全般について≫ 

 ・全体的に楽しんで参加することができたので、とても良かったです。 

 ・事業を一から作り上げる、という点で「事業プラン」を作成出来るつもり

だった。 等 



 

⑤ ビジネスプランの作成手法を学んだ結果 

 １ ２ ３ ４ ５ 

（１）理解度 ０件 ０件 ２件 ３件 ４件 

（２）今後への活用期待度 １件 ２件 １件 １件 ４件 

（３）起業や経営への興味 ０件 ０件 ２件 １件 ６件 

※（１）理解できなかった ←         → 理解できた 

※（２）活用できない   ←         → 活用できる 

※（３）低くなった    ←  変わらない  → 高まった 

 

 

 

● 「起業」に関する考えについて 

 

① 現在の状況 

Ａ：すでに起業している ０件 

Ｂ：卒業後すぐに起業する予定 ０件 

Ｃ：卒業後は就職するが、将来的に起業する予定 １件 

Ｄ：起業に興味はあるが、具体的な予定はない ５件 

Ｅ：起業するつもりはない １件 

未回答 ２件 

⇒起業予定の事業 

・業態：個人事業 ／ 業種：ＩＴ ／ 開業時期：未定 （１名） 

 

② 起業しない理由（複数可） 

資金や場所がない          ２件 

リスクが高い ３件 

就職したい企業や職業などがある   ４件 

ノウハウがない ３件 

起業してまでやりたいことがない   ０件 

周りに起業した人がいない ２件 

 







◆参加対象はこんな人！

◆内容
・自己紹介
・茨木産農産物の活用について
・市街地エリアにおける直売所について（前回交流会より）
・その他

◆今後のスケジュール
・参加申込、PRシートの提出 12月13日（水）まで
・交流会の開催 12月18日（月）14：00～16：00

　市役所本館６階第２会議室

～農商連携の取組に向けたきっかけづくり交流会～

参加者を募集します！！

飲食店へ農産物の出荷が可能な
市内農業者

茨木産の食材を使用したい
市内飲食店

自慢の農産物を 

地元の飲食店で 

使ってほしい！ 

茨木産の食材を 

使ったメニューを 

出したい！ 

お問合せはこちら 
茨木市産業環境部商工労政課（市役所本館７階） 

住 所：茨木市駅前三丁目８番13号 

電 話：072-620-1620（直通） 

メール：syokorosei@city.ibaraki.lg.jp 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな会社が魅力か（割合） 
２０代   ３０代   ４０代    ５０代 

ワーク・ライフ･バランス推進     50%    14%    30%    29% 
自分の能力を活かせる        17%    43%    60%    57% 
給料が高い             11%    14%    20%    14% 
休みが多い             22%    14%    40%    29% 
人間関係が良好           61%    29%    70%    71% 
安定している            22%    57%    10%    14% 
福利厚生がよい           33%    14%    40%    14% 
育児・介護と仕事の両立支援     17%    14%    10%    29% 

平成 29年度合同就職面接会参加者アンケート調査結果より 

 

優秀な人材を雇用したい

事業主の皆さまへ 
お知らせです。 

働きやすい職場づくり
に取組む事業所を、茨木市が 認定  
する制度ができました！ 

取組内容 
・業務の効率化などによる「ワークライフバランスの推進」 

・従業員の育児や介護を応援する「仕事と家庭との両立支援」 

・「女性の活躍推進」や福利厚生の充実などの「社内環境整備」 

認定のメリット 
・市のホームページ（平均アクセス数 9,000 件／日）で事業所を

ＰＲしますので、貴事業所の宣伝につながります！ 

・市の就職支援イベント（平成２８年度延べ来場者数３３１人）で、

貴事業所を紹介しますので、求職者の増加や、優秀な人材確保が

図れます！ 
 

認定事業所への応募方法は募集要領をご覧ください。 

 



平成 29年度茨木市働きやすい職場づくり推進事業所認定制度 

にかかる認定事業所募集要領 

 

１ 認定制度の目的 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進、仕事と子育て・

介護の両立支援及び女性活躍推進等の働きやすい職場づくりに取り組む事業

所を市が認定するとともに、当該事業所の取組内容を公表することにより、

市内事業所の自主的な取組を促進し、勤労者の健康で豊かな働き方の実現を

図ることを目的とします。 

 

２ 対象となる事業所 

市内に所在し、常時雇用する労働者を有して事業活動を行っており、法令

に適合した就業規則等を整備している事業所 

 

３ 申請方法等 

(1) 申請書類の入手方法 

茨木市産業環境部商工労政課ＨＰよりダウンロード又は窓口で配布 

(2) 申請書類の作成 

下記の用紙をご準備ください。 

①茨木市働きやすい職場づくり推進事業所認定申請書（様式第１号） 

②取組内容、実績の分かる書類 

(3) 申請書類の提出 

申請書類に必要事項を記入し、代表者印を押して以下のあて先へ郵送又は

窓口までお持ちください。 

〒567-8505 茨木市駅前三丁目８番１３号 

茨木市役所産業環境部商工労政課 

※申請された書類等は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。 

※取組内容について、電話等で確認させていただく場合があります。 

 

４ 募集期間 

平成 29 年８月１日(火)～ 10月 31日(火) 

 

５ 認定の基準について 

認定基準は、必須項目と選択項目があります。 



(1) 必須項目 別表の必須項目に該当すること。 

(2) 選択項目 

①別表のワーク・ライフ・バランスの項の１項目以上に該当すること。 

②別表の両立支援の項の１項目以上に該当すること。 

③別表の女性の活躍と社内環境整備の項の１項目以上に該当すること。 

※選択項目については、上記の①～③を満たし、かつ、別表の選択項目の８

項目以上に該当する必要があります。 

 

６ 内容の審査について 

  申請書類及び取組内容を確認できる書類等を元に、申請内容を審査します。 

 

７ 事業所の認定 

認定基準を満たしていると認めた事業所については、茨木市働きやすい職場

づくり推進事業所認定決定通知書及び認定証を交付します。なお、認定証等の

交付は、平成30年１月頃の予定です。 

 

８ 認定のメリット 

認定事業所の取組は、ホームページ等で公表するとともに、市が主催する

就職イベントにおいても、認定事業所やその取組を周知しますので、事業所

のイメージアップや、人材確保、従業員の定着が図れます。 

 

９ 認定の有効期間 

認定をした日から２年を経過した日が属する年度の３月31日まで 

（例 平成29年度認定事業所の場合は、平成32年３月31日まで） 

 

10 その他 

詳細は、茨木市役所商工労政課へお問合せください。 

 

11 問合せ 

茨木市産業環境部商工労政課 

所在地 茨木市駅前三丁目８番 13号 茨木市役所本館７階 

電話 072-620-1620  

ファックス 072-627-0289  

Ｅメール s-support@city.ibaraki.lg.jp 



別表 

分野 項番 認定基準 添付書類の例 

必須項目 
 

    トップがワーク・ライフ・バランスや両立支援な

ど働きやすい職場づくりを推進する方針を示し、

従業員にその方針を周知している。 

社内報、通知文 

 選択項目   

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス 

1 ノー残業デーの実施など、時間外勤務の縮減に向

けた取組を行っている。 

取組の通知文、チラ

シ 

2 過去１年以内に、１か月の残業時間が６０時間を

超える労働者が一人もいない。 

残業時間が分かる書

類 

3 年次有給休暇の計画的付与制度の導入等、年次有

給休暇の取得促進に向けた取組を行っている。 

取組の通知文、チラ

シ 

4 短時間勤務やフレックスタイムなど多様な働き方

ができる制度を導入している。 

就業規則 

5 意思決定の迅速化、資料の削減など、業務の効率

化のための取組を行っている。 

取組の通知文、チラ

シ 

両
立
支
援 

6 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主

行動計画」を策定している。 

労働局へ提出した一

般事業主行動計画の

写し（労働局の受付

印のあるもの） 

7 事業所内保育施設の運営、育児や介護に要する経

費の援助などの育児・介護支援制度を実施してい

る。 

事業所内保育施設の

利用規約、支援制度

の実施要領・通知 

8 男性の育児・介護休業の取得を促進している。 取得促進の通知文、

チラシ 

9 イクボス・イクメンの養成、セミナーへの参加奨

励など、男性社員の育児・介護への参画推進の取

組を行っている。 

セミナーの通知文、

研修チラシ 

10 妊娠、出産、育児、介護を理由として退職した者

の再雇用制度を設けている。 

就業規則、再雇用制

度の案内文 

女
性
の
活
躍
と
社
内
環
境
整
備 

11 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」

を策定している。 

労働局へ提出した一

般事業主行動計画の

写し（労働局の受付

印のあるもの） 

12 女性管理職の登用に計画的に取り組んでいる。 取組が分かる書類 

13 セクシュアル・ハラスメント等の職場のハラスメ

ントに関して、従業員研修を実施している。又は、

従業員を外部機関等の研修に参加させている。 

研修の通知文、研修

の参加申込書の写し 

14 セクシュアル・ハラスメント等の相談担当者を選

任し、従業員へ周知している。 

選任届、周知の文書 

15 親睦行事や余暇活動支援など、従業員のための福

利厚生事業を行っている。 

親睦行事に関する文

書、福利厚生事業の

案内文 

16 研修会や自己啓発、資格取得に対する補助など、

従業員のスキルアップの支援を行っている。 

費用助成の通知文、

研修会のチラシ 

 


